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（参照条文）

【憲 法】

第七十八条 （裁判官の身分の保障） 裁判官は、裁判により、心身の故障の

ために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾

によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行

ふことはできない。

第八十条 （下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬） 下級裁判所の裁判官

は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。そ

の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定

める年齢に達した時には退官する。

２ 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬

は、在任中、これを減額することができない。

【裁判所法】

第四十条 （下級裁判所の裁判官の任免） 高等裁判所長官、判事、判事補及

び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこ

れを任命する。

２ 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

３ 第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、

その任期を終えるものとし、再任されることができる。

第四十二条 （高等裁判所長官及び判事の任命資格） 高等裁判所長官及び判

事は、左の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十

年以上になる者の中からこれを任命する。

一 判事補

二 簡易裁判所判事

三 検察官

四 弁護士

五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官
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六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授

２ （以下略）

第四十三条 （判事補の任命資格） 判事補は、司法修習生の修習を終えた者

の中からこれを任命する。

第四十八条 （身分の保障） 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法

律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務

を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、

免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

【裁判官弾劾法】

第二条 （弾劾による罷免の事由） 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の

場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行

があつたとき。

【裁判官分限法】

第一条 （免官） 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執るこ

とができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本

国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおい

てこれを免ずることができる。

２ 前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
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